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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像ストリームにおいて強制型広告を提示する方法であって、
　該方法は、
　強制型広告が提示されるべき、ユーザ機器上に提示されている映像ストリーム内の点を
決定することと、
　該強制型広告として提示される映像を選択することと、
　該ビデオストリーム内の該決定された点において、該ユーザ機器上で該選択された映像
を提示することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　ユーザが前記強制型広告を飛ばすことが防がれる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　チャンネルを変更すること、または、前記強制型広告を表示しているデバイスの電源を
オフにすることによって、前記ユーザが該強制型広告を視聴することを避けられない、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記映像ストリーム内の前記点を決定することは、該映像ストリーム内のコンテンツ内
の特定の時間に達したときを決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記映像ストリーム内の前記点を決定することは、該映像ストリーム内のデータタグを
決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記映像を選択することは、前記映像ストリームのコンテンツに基づいて該映像を選択
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記選択された映像が提示されている間に、前記映像ストリームをバッファすることを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記選択された映像が提示された後に、前記映像ストリームをバッファしないことをさ
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らに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　ロストタイムを取り返すために前記映像ストリームから広告を除去することをさらに含
む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　映像ストリームにおいて強制型広告を提示するシステムであって、
　該システムは、
　強制型広告が提示されるべき、ユーザ機器上に提示されている映像ストリーム内の点を
決定する手段と、
　該強制型広告として提示される映像を選択する手段と、
　該ビデオストリーム内の該決定された点において、該ユーザ機器上で該選択された映像
を提示する手段と
　を含む、システム。
【請求項１１】
　ユーザが前記強制型広告を飛ばすことを防ぐ手段をさらに含む、請求項１０に記載のシ
ステム。
【請求項１２】
　前記映像ストリーム内の前記点を決定する手段は、該映像ストリーム内のコンテンツ内
の特定の時間に達したときを決定する手段を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記映像ストリーム内の前記点を決定する手段は、該映像ストリーム内のデータタグを
決定する手段を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記映像を選択する手段は、前記映像ストリームのコンテンツに基づいて該映像を選択
する手段を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記選択された映像が提示されている間に、前記映像ストリームをバッファする手段を
さらに含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記選択された映像が提示された後に、前記映像ストリームをバッファしない手段をさ
らに含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　ロストタイムを取り返すために前記映像ストリームから広告を除去する手段をさらに含
む、請求項１６に記載のシステム。
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